
ご提出いただく書類等 

  

各期日までにご提出くださるようお願いします。 

１ 氏名、連絡先等に関する届出 

区

  

区 分 

書類名 新議員 継続議員 提出期日 

① 
議員連絡先履歴等調査票 

（Ｐ２、Ｐ2-2） 
○ ○ 

４月 17日 

(水) 

② 
議会での氏名呼称及び連絡方法調査票 

（Ｐ３） 
○ ○ 

③ 
安否確認用メールアドレス調査票 

（Ｐ４） 
○  

④ 
身分証明書の作成に係る調査票 

（Ｐ５） 
○ ○ 

⑤ 
県議会議員交通経路調査票 

（Ｐ６） 
○ ○ 

⑥ 
広報用顔写真（カラー写真の電子データ） 

（Ｐ７) 
〇 〇 

５月７日 

(火) 

※ ①～⑤の書類については平成 31年４月８日（月）に全員に送付済みです。 

２ 議員報酬関係の届出   

 区 分 

書類名 
新議員 継続議員 提出期日 

①  
報酬等口座振込（変更）申出書 

（Ｐ８） 
○  

４月 17日 

(水) 

②  

平成 31 年分給与所得者の扶養控除等

（異動）申告書 

（Ｐ９） 

 報酬を支給する際の所得税 

 徴収額を決定するための書類 

議員報酬

を主たる

収入とさ

れる方の

み提出 

 

 

※ ①～②の書類については平成 31年４月８日（月）に全員に送付済みです。 

資料４  



就退任年月日 職　　　　　歴 役　職　名

(住所)       ～

〒 ～

～

(TEL)       - - （都道府県） ～

(FAX)          - - ～

(所在地)       ～

〒 ～

～

(TEL)       - -  ～

(FAX)          - - 昭・平 　　　年　　　月　　　日(卒・中) ～

年　　月　　日

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

2

就退任年月日 市町村名 就退任年月日 備　　　考

最 終 学 歴

市 町 村 議 会 関 係 県 議 会 関 係

1　 2 　3 　4 　5 　6 　7 　8 　9 　10 　11 1　 2 　3 　4 　5 　6 　7 　8 　9 　10 　11当選回数当選回数

議　員　連　絡　先　履　歴　等　調　査　票　

官　公　庁　・　民　間　履　歴ふりがな

生 年 月 日 昭・平 年　　　　月　　　　日　

　　　　年　　　　月作成

(附記)この議員連絡先履歴等調査票は、必要に応じて名簿、プロフィール等の作成及び表彰関係資料として使用します。

氏　名

党 名

出 身 地

職 業

賞  　　　罰  　　　関  　　　係

自　宅

事務所

内　　　　　　　　容



就退任年月日 職　　　　　歴 役　職　名

(住所)       ～

〒 ～

～

(TEL)       - - （都道府県） ～

(FAX)          - - ～

(所在地)       ～

〒 ～

～

(TEL)       - -  ～

(FAX)          - - 昭・平 　　　年　　　月　　　日(卒・中) ～

年　　月　　日

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

2-2

就退任年月日 市町村名 就退任年月日 備　　　考 内　　　　　　　　容

(附記)この議員連絡先履歴等調査票は、必要に応じて名簿、プロフィール等の作成及び表彰関係資料として使用します。

市 町 村 議 会 関 係 県 議 会 関 係
賞  　　　罰  　　　関  　　　係

当選回数 1　 2 　3 　4 　5 　6 　7 　8 　9 　10 　11 当選回数 1　 2 　3 　4 　5 　6 　7 　8 　9 　10 　11

党 名
自　宅

出 身 地

職 業

事務所

最 終 学 歴

議　員　連　絡　先　履　歴　等　調　査　票　

　　　　年　　　　月作成

ふりがな

生 年 月 日 昭・平 年　　　　月　　　　日　

官　公　庁　・　民　間　履　歴

氏　名

・届け出ている内容に変更がある場合　⇒　氏名及び変更箇所をご記入いただくとともに、右上の「変更　有」に○をしてください。

・届け出ている内容に変更がない場合　⇒　氏名をご記入いただくとともに、右上の「変更　無」に○をしてください。

変更 （ 有 ・ 無 ）



１ 議会での氏名呼称 <各項目の記載について>

　下記の欄に楷書でご記入願います。

　１ 「議会での氏名呼称」は、今任期中、議場の標柱、登退

　　庁表示盤や議会広報誌等で使用させていただく、議会にお

　　ける皆様の名前の文字表記のことです。

　  （例）
　・ 戸籍のままの漢字を使用

　・ 難しい漢字をひらがなや略字で表記して使用
　・ 選挙での名前をそのまま使用
　

２ 連絡場所（議員連絡先履歴等調査票に記載した自宅又は事務所） 　２ 「連絡場所」は、議会年報や議会便覧の名簿に記載させ

　　ていただくとともに、議会局や知事部局からお送りさせて

　　ていただく文書等の送付先として使用させていただきます。

３ 携帯電話

　議会局から、急ぎの連絡の際に使用させていただきます。

電話番号：

４ FAXまたはE-Mail送信の希望

メールアドレス：

3

ふりがな

氏 名

※送付方法にＥ-Mailを希望された方はメールアドレスを記載してください。

議会での氏名呼称及び連絡方法調査票

自　宅　　　・　　　事　務　所

　上記連絡場所へ議会局又は、行政機関から文書を送付する際、
FAX又はＥ-Mailでお送りいたします。どちらか希望される送付方法
を○でお囲みください。

ＦＡＸ　　　・　　　Ｅ－Mail

　文書の送付先や電話連絡先として希望される場所を○でお囲
みください。
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安否確認用メールアドレス調査票（登録様式） 

 

１ 安否確認システムについて 

神奈川県議会では、自然災害等の災害発生時において、議員の皆様の

安否を確認するため、民間事業者（綜合警備保障(株)（アルソック））

が提供する安否確認システムを利用しています。 

 このシステムは、震度６弱以上の大規模地震など災害が発生した場合、

メールアドレス登録者に自動的に安否確認メールが送信され、受信者は、

それに応答することで、安否の確認ができるものです。 

 つきましては、別紙登録様式についてご提出をお願いいたします。 

 

２ 記載上の注意事項 

（１）携帯電話やスマートフォン等、災害時に連絡が取れるメールアド

レスの記載をお願いします。 

（２）メールアドレスは、最大４つまで登録可能です。 

（３）１マスに１文字ご記入ください。 

（４）大文字、小文字、数字、アルファベット、ハイフン（－）、アン

ダーバー（ __ ）の区別がつくよう記入をお願いします。 

（５）メールアドレスは、本システム及び議会局からの連絡以外では使

用いたしません。 

 
 

 

  



4-2 

 

安否確認システム メールアドレス登録様式 

 

＜メールアドレス１＞（必須） 

 

 

＜メールアドレス２＞（任意） 

 

 

＜メールアドレス３＞（任意） 

 

 

＜メールアドレス４＞（任意） 
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身分証明書の作成に係る調査票 

 

この調査票は、身分証明書の作成資料として使用します。 

 

１ 身分証明書の記載内容 

氏   名 
（議員連絡先履歴等調査票に記載の氏名をご記入願います。） 

生 年 月 日   

 現 住 所 

連 絡 先 

連絡先が議員連絡先履歴等調査票に記載の「自宅（住

所）」と異なる場合は、下記に連絡先の所在地及び電話番

号をご記入願います。 

 

(所在地) 

ＴＥＬ      －     －   

血 液 型 型 

 

２ ラミネート加工希望の有無 

   ラミネート加工希望の有無について、該当する事項を○でお囲みください。 

 

 

〈身分証明書の様式について〉 

 

 

 

 

 

有  ・  無 

議員連絡先履歴等調査票に記載の「生年月日」、「自宅

（住所）」を身分証明書に記載します。 

(表 ) 

№  

身  分  証  明  書  

写  真  

 神奈川県議会議員  

 

 

 

                       年   月   日生  

上記の者は、神奈川県議会議員であることを証明する。  

平成 31年４月 30日  

神奈川県議会議長□印  

 

 

(裏 ) 

 

 

１  この証明書は、令和４年４月 29日まで有効とする。  

 

 

２  現住所                      

 

 

３  連絡先            ＴＥＬ        

 

血液型     型  

 

 

 



１　自宅から県庁までの主な交通手段（該当するほうどちらかに○印をつけてください)

２　経路（公共交通機関）

1

2

3

4

5

6

6

　　 　　年　 　月　　　日

※公共交通機関利用の場合は、
裏面の記入は必要ありません。

公共交通機関　→２へ

自家用車　→裏面の３、４へ

利用交通手段

徒 歩､バ ス､
鉄道(新幹線含む)

徒歩

区　　　　間

から

自宅

まで

県 議 会 議 員 交 通 経 路 調 査 票

　　　　　　　　　　　　　　氏   名

住 所 地

裏面へ



３　車種等　（下欄に記載または車検証の写しをご提出ください）

ｃｍ ｃｍ

ｃｍ ｋｇ

４　経路（自家用車）

（１）県庁までの片道概算距離

※小数点第２位以下切り捨て

（２）有料高速道路の使用

（３）利用する有料高速道路

1

2

3

4

5

色

幅

車種

長さ

高さ

有料道路名
区　　　　間

から まで

ｋｍ

車両総重量

あり　→（３）へ

なし

自動車登録番号
または車両番号

6-2



１　自宅から県庁までの主な交通手段（該当するほうどちらかに○印をつけてください)

２　経路（公共交通機関）

1

2

3

4

5

6

※公共交通機関利用の場合は、
裏面の記入は必要ありません。

6-3

みなとみらい線 横浜駅 日本大通り駅

から まで

徒歩 自宅 ○○中学校前

利用交通手段

徒 歩､バ ス､
鉄道(新幹線含む)

区　　　　間

公共交通機関　→２へ

　　 　　年　 　月　　　日

県 議 会 議 員 交 通 経 路 調 査 票

氏   名 　　　　　　　　　　　　　　

自家用車　→裏面の３、４へ

住 所 地

××バス ○○中学校前 △△駅

JR △△駅 横浜駅

裏面へ

記載例

主な交通手段が自家用車の方は、

こちらの記載は必要ありません。



３　車種等　（下欄に記載または車検証の写しをご提出ください）

ｃｍ ｃｍ

ｃｍ ｋｇ

４　経路（自家用車）

（１）県庁までの片道概算距離

※小数点第２位以下切り捨て

（２）有料高速道路の使用

（３）利用する有料高速道路

1

2

3

4

5

首都高速道路 ×× △△

有料道路名
区　　　　間

から まで

横浜横須賀道路 ○○ ××

33.3
ｋｍ

○ あり　→（３）へ

なし

長さ 372 幅 166

高さ 152 車両総重量 1,195

車種
日産
マーチ

色 赤

自動車登録番号
または車両番号 　横浜１１１　あ　１１１１

6-4

主な交通手段が公共交通

機関の方は、こちらの記載

は必要ありません。

主な交通手段が公共交通

機関の方は、こちらの記載

は必要ありません。
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広報用顔写真（カラー写真のデータ）の提供について 

 

１ 依頼事項 

(1)  広報刊行物（「議会かながわ」や傍聴用パンフレット等）など       

には、議員の皆様の顔写真（カラー写真）を掲載しております。 

つきましては、次のとおり、顔写真（カラー写真）の電子デー

タのご提供をお願いします。 

(2) ご提供いただいたカラー写真の電子データは、大きさ等がそろ

うよう適宜トリミング等をさせていただき、広報用に活用いたし

ますので、あらかじめご了承願います。 

 

２ 提供期限及び方法 

５月７日（火）までに、ＣＤ－Ｒ等の記録媒体で、議員控室職員に

ご提出ください。 
   

※  議員控室職員が配置されていない場合は、政策調査課広報グループ職員

にご提出ください。 

 

３ カラー写真の電子データの要件 

  次の要件に沿ったデータの提出をお願いします。 

 (1) 無帽、正面向きで、胸部まで写っているもの 

 (2) おおむね、１年以内に撮影したもの 

(3) 画素数が高いもの 

・Ｌ判サイズ以上の大きさで、画像が鮮明なもの 

・画素数は「1600×1200ピクセル」以上を目安にしてください。 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 政策調査課広報グループ 村上、三村 

 電話 ０４５－２１０－７５６８ 



  　　　年　　　月　　　日

議会局経理課長　殿

氏名 印

私の受領する報酬等を私名義の金融機関口座へ次のとおり振り込むことを　（変更）　申し出ます。

　　１　振込指定口座

※ 口座名義は、議員ご本人の氏名となります。

※ 第２口座は、ご希望があればご指定ください。

銀行

金庫 支店

組合

銀行

金庫 支店

組合

　　２　振込口座設定

※ ご希望の項目に ○ を入れてください。

　全額第１口座へ振込み

　定額を第２口座へ振込み　　振込額　　　　　　　　　　　　　円　（残額は第１口座）

　全額第１口座へ振込み

　定額を第２口座へ振込み　　振込額　　　　　　　　　　　　　円　（残額は第１口座）

　全額第１口座へ振込み

　全額第２口座へ振込み

 

　　３　明細書の送付先

※ ご希望の項目に ○ を入れてください。

　自宅へ郵送

　事務所へ郵送
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普通

当座

普通

当座

種別

金　融　機　関　名 種別

　直渡し（議員控室にて受領）

報　　　酬

期末手当
（６月・12月）

費用弁償

（送付先：〒　   -                                                                                                  ）

（送付先：〒　   -                                                                                                  ）

報酬等口座振込(変更）申出書

口座番号 口座名義（カタカナ）

口座名義（カタカナ）口座番号

口
座
２

金　融　機　関　名

口
座
１



年　　月　　日

議会局経理課長　殿

氏名 印

私の受領する報酬等を私名義の金融機関口座へ次のとおり振り込むことを　（変更）　申し出ます。

　　１　振込指定口座

※ 口座名義は、議員ご本人の氏名となります。

※ 第２口座は、ご希望があればご指定ください。

銀行

金庫 支店

組合

銀行

金庫 支店

組合

　　２　振込口座設定

※ ご希望の項目に ○ を入れてください。

○ 　全額第１口座へ振込み

　定額を第２口座へ振込み　　振込額　　　　　　　　　　　　　円　（残額は第１口座）

○ 　全額第１口座へ振込み

　定額を第２口座へ振込み　　振込額　　　　　　　　　　　　　円　（残額は第１口座）

○ 　全額第１口座へ振込み

　全額第２口座へ振込み

 

　　３　明細書の送付先

※ ご希望の項目に ○ を入れてください。

○ 　自宅へ郵送

　事務所へ郵送

 

報　　　酬

期末手当
（６月・12月）

費用弁償

　直渡し（議員控室にて受領）

（送付先：〒231-8588 横浜市中区日本大通１                              ）

（送付先：〒　   -                                                                                                  ）

県　庁 1234567 ギカイ　タロウ

口
座
２

金　融　機　関　名 種別 口座番号 口座名義（カタカナ）

普通

当座

8-2

報酬等口座振込(変更）申出書

議 会 　太 郎

口
座
１

金　融　機　関　名 種別 口座番号 口座名義（カタカナ）

普通

当座
横　浜

ギカイ

記載例



平成 31 年（2019年）分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

給
与

の
支払者受

付
印

扶
所轄税務署長等

税務署長

市区町村長

給 与 の 支 払 者

の 名 称（ 氏 名 ）

給 与 の 支 払 者

の法人（個人）番号

※この申告書の提出を受けた給与の支払者が記載してください。

給 与 の 支 払 者

の所在地（住所）

（フリガナ）

あなたの氏名 ㊞

明・大
昭・平　　　年　　　月　　　日

世帯主の氏名

あなたの個人番号 あなたとの続柄

あなたの住所

又 は 居 所

（郵便番号　　 －　　 　 ）

あなたに源泉控除対象配偶者、障害者に該当する同一生計配偶者及び扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれにも該当しない場合には、以下の各欄に記入する必要はありません。

○住民税に関する事項

◎　「16歳未満の扶養親族」欄は、地方税法第45条の３の２第１項及び第２項並びに第317条の３の２第１項及び第２項に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出しなければならないとされている
　給与所得者の扶養親族申告書の記載欄を兼ねています。

従たる給与につ

いての扶養控除

等申告書の提出

 （
提出している場合

には、○印を付け

てください。 ）

区 分 等
（ フ リ ガ ナ ）

氏　　　　　　　　名

個　　人　　番　　号

あなたとの続柄 生 年 月 日

老 人 扶 養 親 族
（昭25.1.1以前生）

特 定 扶 養 親 族
（平9.1.2生～平13.1.1生）

住  所  又  は  居  所
所 得 の 見 積 額 異動月日及び事由

平成31年（2019年）中に異動があった
場合に記載してください（以下同じ。）。（ ）非 居 住 者

である親族
生計を一に
す る 事 実

A 
円

円

円

円

円

B 

 （平16.1.1以前生）

１

明・大

昭・平  ・　　 ・

明・大

昭・平  ・　　 ・

明・大

昭・平  ・　　 ・

明・大

昭・平  ・　　 ・

明・大

昭・平  ・　　 ・

□　同居老親等

□　その他

□　特定扶養親族

□　同居老親等

□　その他

□　特定扶養親族

□　同居老親等

□　その他

□　特定扶養親族

□　同居老親等

□　その他

□　特定扶養親族

２

３

４

C

□ 寡　　　婦□ 障害者

上の該当する項目及び欄にチェックを付け、（　 ）内には該当する扶養親族の人数を記入してください。

□ 特別の寡婦

□ 寡　　　夫

□ 勤 労 学 生

左 記 の 内 容（この欄の記載に当たっては、裏面の「２　記載についてのご注意」の⑻をお読みください。） 異動月日及び事由

D
他の所得者が
控除を受ける
扶 養 親 族 等

氏　　　　　名
あなたとの

続　　　柄
生 年 月 日 住 所 又 は 居 所

控 除 を 受 け る 他 の 所 得 者
異動月日及び事由

氏　　　名 あなたとの続柄 住 所 又 は 居 所
明・大

昭・平 ・　　・

明・大

昭・平 ・　　・

16歳未満の
扶 養 親 族

（平16.1.2以後生）

（ フ リ ガ ナ ）
氏　　　　　名 個 人 番 号

あなたとの
続　　　柄 生 年 月 日

控除対象外
国外扶養親族

平成31年（2019年）
中の所得の見積額 異動月日及び事由

１
平
・ ・　　・ 円

円

円

２ ・　　・

３ ・　　・

該当者
区分

本　 人
同 一 生 計
配偶者（注2）

扶養親族

一般の障害者 （ 　人）

特 別 障 害 者 （ 　人）

同居特別障害者 （ 　人）

あなたの生年月日

◎
こ
の
申
告
書
は
、
あ
な
た
の
給
与
に
つ
い
て
扶
養
控
除
、
障
害
者
控
除
な
ど
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
提
出
す
る
も
の
で
す
。

◎
こ
の
申
告
書
は
、
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
、
障
害
者
に
該
当
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
人
が
い
な
い
人
も
提
出
す
る

　

必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
こ
の
申
告
書
は
、
2
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
の
1
か
所
に
し
か
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

◎
こ
の
申
告
書
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
裏
面
の
「
申
告
に
つ
い
て
の
ご
注
意
」
等
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

配偶者
の有無

有・無

主
た
る
給
与
か
ら
控
除
を
受
け
る

源泉控除

対象配偶者

（注1）

控 除 対 象

扶 養 親 族
（16歳以上）

障害者、寡
婦、寡夫又は
勤 労 学 生

（注）１　源泉控除対象配偶者とは、所得者（平成31年（2019年）中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。）と生計を一にする配偶者（青色事業専従者と

して給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、平成31年（2019年）中の所得の見積額が85万円以下の人をいいます。

　　２　同一生計配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、平成31年

（2019年）中の所得の見積額が38万円以下の人をいいます。

平
・

平
・

住 所 又 は 居 所

平成 31 年（2019年）中の
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１　申告についてのご注意
⑴　この申告書は、平成 31 年（2019年）の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
⑵　この申告書の提出後、記載内容に異動があったときは、別に異動申告書を提出するか、あるいはこの申告書の該当項目を異

動後の内容に補正してください。
⑶　年の中途で就職した人で前職のある人は、前の勤務先から交付を受けた源泉徴収票などを、また、年の中途で従たる給与を

主たる給与に変更した人は、変更前の主たる給与の支払者から交付を受けた源泉徴収票などを添付してください。

２　記載についてのご注意

⑵　 「給与の支払者の法人（個人）番号」欄には、この申告書を受理した給与の支払者が、給与の支払者の法人番号又は個人番
号を記載してください。

⑶　「主たる給与」とは、この申告書を提出した給与の支払者から受ける給与をいい、「従たる給与」とは、それ以外の給与の支
払者から受ける給与をいいます。

３　扶養親族等の範囲

票
収
徴
泉
源

 

・ 

所
箇
付
添
の
類
書
係
関
金
送
・
類
書
係
関
族
親
・
書
明
証
の
生
学
労
勤

⑷　２か所以上から給与の支払を受け、１か所から受ける給与だけでは源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者（特別）
控除や扶養控除、障害者等の控除の全額が控除しきれない場合には、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を分けて他の給
与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。

⑸　年末調整において、配偶者（特別）控除の適用を受ける場合には、平成 31 年（2019年）の最後の給与の支払を受ける日の前
日までに、配偶者（特別）控除の額等を記載した「配偶者控除等申告書」を別途作成し、給与の支払者に提出する必要があります。

⑹　以下に掲げる親族が非居住者（注 1）である場合には、その親族に係る「親族関係書類」（注 2）をこの申告書に添付してください。
イ　扶養控除又は障害者控除の適用を受ける扶養親族
ロ　源泉控除対象配偶者である配偶者
ハ　障害者控除の適用を受ける同一生計配偶者

また、年末調整において、上記のイ又はハに該当する親族について扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、平成
31 年（2019年）の最後の給与の支払を受ける日の前日までに、その親族と生計を一にする事実（送金額等）を記載した扶養控
除等申告書を別途作成し、「送金関係書類」（注 3）を添付した上で提出するか、あるいはこの申告書の「生計を一にする事実」
欄又は「左記の内容」欄に送金額等を追記し、「送金関係書類」を添付した上で提出してください（上記のロに該当する配偶者
について配偶者（特別）控除の適用を受ける場合には、その配偶者と生計を一にする事実を記載した「配偶者控除等申告書」に「送
金関係書類」を添付し提出する必要があります。）。

なお、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、訳文も添付する必要があります。
（注） １　「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて１年以上国内に居所を有しない個人をいいます。

２　「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者があなたの親族であることを証するものを
いいます。
①　戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券（パスポート）の写し
②　外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類（その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるも

のに限ります。）
３　「送金関係書類」とは、次の書類であなたがその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必

要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
①　金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたからその親族に支払をしたことを明

らかにする書類
②　いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを

提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したこ
とを明らかにする書類

⑷　控除対象扶養親族が同居老親等である場合には、「老人扶養親族」欄の「同居老親等」に、同居老親等以外の老人扶養親族で
あるときは「その他」にチェックを付けてください。

　　また、控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合には、「特定扶養親族」欄にチェックを付けてください。
⑸　「平成 31 年（2019年）中の所得の見積額」欄には、収入金額等から必要経費等を差し引いた金額を記入してください。この場合、

所得の種類が給与である場合には、収入金額から給与所得控除額（例えば収入金額が 161 万 9 千円未満の場合には 65 万円（収
入金額を限度とします。））を差し引いた金額が給与の所得の金額となります。

　　なお、非課税とされる遺族年金などの所得、源泉分離課税が適用される利子、確定申告をしないことを選択した上場株式等
の配当等などについては、配偶者（特別）控除や扶養控除の判定の基礎となる所得には含まれません。

⑹　源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が非居住者である場合には、「非居住者である親族」欄に○印を付けてください。
⑺　「生計を一にする事実」欄には、控除対象扶養親族が非居住者である場合に、年末調整時に、平成 31 年（2019年）中にその

親族に送金等をした金額の合計額を記載してください。
⑻　「左記の内容」欄には、それぞれ次の事項を記載してください。

イ　障害者（特別障害者）……障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度（障害の等級）な
どの障害者（特別障害者）に該当する事実。その人が同一生計配偶者又は扶養親族の場合には、併せてその人の氏名（特別
障害者であるときは同居の有無）、個人番号（上記２⑴（注）と同じ）、住所又は居所、生年月日、あなたとの続柄及び平成
31 年（2019年）中の所得の見積額（これらの事項のうち「源泉控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄又は「住民税
に関する事項」欄に記載している事項については、氏名を除き、記載を省略できます。）

　　また、当該同一生計配偶者又は扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び平成 31 年（2019年）中にその同一生計配
偶者又は扶養親族に送金等をした金額の合計額（送金等をした金額の合計額は、年末調整時に記載）

ロ　寡婦又は寡夫……死別、離婚、生死不明の別、生計を一にする子の氏名及びその子の平成 31 年（2019年）中の所得の見積
額などの寡婦又は寡夫に該当する事実。また、３の「⑪寡婦」のロに掲げる寡婦、「⑫特別の寡婦」又は「⑬寡夫」に該当す
る人については、これらのほか平成 31 年（2019年）中の所得の見積額

ハ　勤労学生……学校名と入学年月日及び平成 31 年（2019年）中の所得の種類とその見積額
⑼　あなたの同一生計内に所得者が２人以上いるときは、あなたの扶養親族等（控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は障害者

である同一生計配偶者若しくは年齢 16 歳未満の扶養親族をいいます。）を他の所得者の扶養親族等としたり、また、その生計
内の扶養親族等を分けて控除を受けたりすることができます。このような場合には、その扶養親族等の氏名などを「Ｄ」欄に
記載してください。

⑽　「住民税に関する事項」欄には、扶養親族のうち年齢 16 歳未満の人（平成 16 年１月２日以後に生まれた人）について記載し
てください。

【⑭勤労学生】　所得者本人で、次の全てに該当する人
イ　大学、高等学校などの学生や生徒、一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒又は職業訓練法人の行う

認定職業訓練を受ける訓練生であること。
（注）専修学校、各種学校の生徒や職業訓練法人の訓練生については、文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明

書の写しと学校長又は職業訓練法人の代表者の証明書を添付してください。
ロ　自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得（以下「給与所得等」といいます。）

があること。
ハ　平成 31 年（2019年）中の所得の見積額が 65 万円以下（給与所得だけの場合は、給与の収入金額が 130 万円以下）

であって、そのうち給与所得等以外の所得が 10 万円以下であること。

【⑪寡婦】　所得者本人で、次に掲げる人
イ　次のいずれかに該当する人で、④の扶養親族又は生計を一にする子（他の人の①の同一生計配偶者又は④の

扶養親族とされている者、平成 31 年（2019年）中の所得の見積額が 38 万円を超える者は除きます。）のある人
　（イ）夫と死別した後、婚姻していない人、（ロ）夫と離婚した後、婚姻していない人、（ハ）夫の生死が明ら

かでない人
ロ　上記イに掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、平成 31 年（2019年）中の所得の見積額が 500 万

円以下（給与所得だけの場合は、給与の収入金額が 6,888,889 円以下）の人
　（イ）夫と死別した後、婚姻していない人、（ロ）夫の生死が明らかでない人

【⑨障害者（特別障害者）】　所得者本人又はその①の同一生計配偶者や④の扶養親族で、次のいずれかに該当す
る人
イ　精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人･･････全て特別障害者になります。
ロ　精神保健指定医などから知的障害者と判定された人･･････このうち、重度の知的障害者と判定された人は、

特別障害者になります。
ハ　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人･･････このうち、障害等級が１級の人は、特別障害者になり

ます。
ニ　身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人･･････このうち、障害の程度が１級又は２

級の人は、特別障害者になります。
ホ　戦傷病者手帳の交付を受けている人･･････このうち、障害の程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から

第三項症までの人は、特別障害者になります。
ヘ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人･･････全て特別

障害者になります。
ト　常に就床を要し、複雑な介護を要する人･･････全て特別障害者になります。
チ　精神又は身体に障害のある年齢 65 歳以上の人（昭和 30 年１月１日以前に生まれた人）で、町村長や福祉事

務所長などからイ、ロ又はニに準ずる障害があると認定されている人･･････このうち、イ、ロ又はニの特別障
害者と同程度の障害がある人は、特別障害者になります。

【⑬寡夫】　所得者本人で、次に掲げる人のうち、⑪のイの生計を一にする子があり、かつ、平成 31 年（2019年）
中の所得の見積額が 500 万円以下の人

（イ）妻と死別した後、婚姻していない人、（ロ）妻と離婚した後、婚姻していない人、（ハ）妻の生死が明らか
でない人

【⑫特別の寡婦】　⑪の寡婦のうち、④の扶養親族である子を有し、かつ、平成 31 年（2019年）中の所得の見積額
が 500 万円以下の人

【⑩同居特別障害者】　①の同一生計配偶者又は④の扶養親族のうち特別障害者で、所得者、その配偶者又は所得
者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人

【⑧同居老親等】　⑦の老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で、所得者又はその配偶者のいず
れかとの同居を常況としている人

【⑥特定扶養親族】　⑤の控除対象扶養親族のうち、年齢 19 歳以上 23 歳未満の人（平成９年１月２日から平成
13 年１月１日までの間に生まれた人）

【⑤控除対象扶養親族】　④の扶養親族のうち、年齢 16 歳以上の人（平成 16 年１月１日以前に生まれた人）

【⑦老人扶養親族】　⑤の控除対象扶養親族のうち、年齢 70 歳以上の人（昭和 25 年１月１日以前に生まれた人）

【④扶養親族】　所得者と生計を一にする親族（配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事
業専従者を除きます。）、児童福祉法の規定による里子又は老人福祉法の規定による養護老人で、平成 31 年

（2019年）中の所得の見積額が 38 万円以下の人

【②控除対象配偶者】　①の同一生計配偶者のうち、平成 31 年（2019年）中の所得の見積額が 1,000 万円以下（給
与所得だけの場合は、給与の収入金額が 1,220 万円以下）である所得者の配偶者

【①同一生計配偶者】　所得者（この申告書を提出する人をいいます。）と生計を一にする配偶者（青色事業専従
者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、平成 31 年（2019年）中の所得の見積額
が 38 万円以下（給与所得だけの場合は、給与の収入金額が 103 万円以下）の人

【③源泉控除対象配偶者】　所得者（平成 31 年（2019年）中の所得の見積額が 900 万円以下（給与所得だけの場合は、
給与の収入金額が 1,120 万円以下）の人に限ります。）と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支
払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、平成 31 年（2019年）中の所得の見積額が 85 万円以下（給
与所得だけの場合は、給与の収入金額が 150 万円以下）の人

　　なお、その人が控除対象外国外扶養親族（注 1）である場合には、「控除対象外国外扶養親族」欄に○印を付けてください。
　　また、この欄に○印を付けた人は、親族関係書類及び送金関係書類を平成 32 年（2020年）３月 16 日までに住所所在地

の市区町村に提出しなければならない場合があります。（注 2）

（注）１　「控除対象外国外扶養親族」とは、国内に住所を有しない扶養親族のうち、年齢 16 歳未満である人をいいます。
２　「住民税に関する事項」欄について、ご不明な点などがありましたら、お住まいの市区町村へお尋ねください。

　⑴　「あなたの個人番号」及び「個人番号」欄には、それぞれ、あなた、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は年齢 16 歳
未満の扶養親族の個人番号を記載してください。

　　（注）一定の要件の下、個人番号を記載しなくて良い場合がありますので、給与の支払者に確認してください。



平成 31 年（2019年）分  給与所得者の扶養控除等申告書の記載例

平成 31年（2019年）分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

給
与

の
支払者受

付
印

扶
所轄税務署長等

税務署長

市区町村長

給 与 の 支 払 者

の 名 称（ 氏 名 ）

給 与 の 支 払 者

の法人（個人）番号

※この申告書の提出を受けた給与の支払者が記載してください。

給 与 の 支 払 者

の所在地（住所）

（ フ リ ガ ナ ）

あなたの氏名 ㊞

明・大
昭・平 　　年　　　月　　　日

世帯主の氏名

あなたの個人番号 あなたとの続柄

あなたの住所

又 は 居 所

（郵便番号　　 －　　 　 ）

あなたに源泉控除対象配偶者、障害者に該当する同一生計配偶者及び扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれにも該当しない場合には、以下の各欄に記入する必要はありません。

○住民税に関する事項

◎　「16歳未満の扶養親族」欄は、地方税法第45条の３の２第１項及び第２項並びに第317条の３の２第１項及び第２項に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出しなければならないとされている
給与所得者の扶養親族申告書の記載欄を兼ねています。

従たる給与につ

いての扶養控除

等申告書の提出

 （
提出している場合

には、○印を付け

てください。 ）

区 分 等
（ フ リ ガ ナ ）

氏 名

個　　人　　番　　号

あなたとの続柄 生 年 月 日

老 人 扶 養 親 族
（昭25.1.1以前生）

特 定 扶 養 親 族
（平9.1.2生～平13.1.1生）

住  所  又  は  居  所
所 得 の 見 積 額 異動月日及び事由

平成31年（2019年）中に異動があった
場合に記載してください（以下同じ。）。（ ）非 居 住 者

である親族
生計を一に
す る 事 実

A 
円

円

円

円

円

B 

 （平16.1.1以前生）

１

明・大

昭・平  ・ ・

明・大

昭・平  ・　　 ・

明・大

昭・平  ・　　 ・

明・大

昭・平  ・　　 ・

明・大

昭・平  ・ ・

□ 同居老親等

□ その他

□ 特定扶養親族

□ 同居老親等

□ その他

□ 特定扶養親族

□ 同居老親等

□ その他

□ 特定扶養親族

□ 同居老親等

□ その他

□ 特定扶養親族

２

３

４

C

□ 寡　　　婦□ 障害者

上の該当する項目及び欄にチェックを付け、（　 ）内には該当する扶養親族の人数を記入してください。

□ 特別の寡婦

□ 寡　　　夫

□ 勤 労 学 生

左 記 の 内 容（この欄の記載に当たっては、裏面の「２　記載についてのご注意」の⑻をお読みください。） 異動月日及び事由

D
他の所得者が
控除を受ける
扶 養 親 族 等

氏　　　　　名
あなたとの

続　　　柄
生 年 月 日 住 所 又 は 居 所

控 除 を 受 け る 他 の 所 得 者
異 動 月 日 及 び 事 由

氏　　　名 あなたとの続柄 住 所 又 は 居 所
明・大

昭・平 ・ 　・

明・大

昭・平 ・ ・

16歳未満の
扶 養 親 族

（平16.1.2以後生）

（ フ リ ガ ナ ）
氏　　　　　名 個 人 番 号

あなたとの
続　　　柄 生 年 月 日

控 除 対 象 外
国外扶養親族

平成31年（2019年）
中の所得の見積額 異 動 月 日 及 び 事 由

１
平
・ ・　　・ 円

円

円

２ ・ ・

３ ・ ・

該当者
区分

本　 人
同 一 生 計
配偶者（注2）

扶養親族

一 般 の 障 害 者 （ 　人）

特 別 障 害 者 （ 　人）

同居特別障害者 （ 　人）

あなたの生年月日

◎
こ
の
申
告
書
は
、
あ
な
た
の
給
与
に
つ
い
て
扶
養
控
除
、
障
害
者
控
除
な
ど
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
提
出
す
る
も
の
で
す
。

◎
こ
の
申
告
書
は
、
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
、
障
害
者
に
該
当
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
人
が
い
な
い
人
も
提
出
す
る

　 必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
こ
の
申
告
書
は
、
2
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
の
1
か
所
に
し
か
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

◎
こ
の
申
告
書
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
裏
面
の
「
申
告
に
つ
い
て
の
ご
注
意
」
等
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

配偶者
の有無

有・無

主
た
る
給
与
か
ら
控
除
を
受
け
る

源泉控除

対象配偶者

（注1）

控 除 対 象

扶 養 親 族
（16歳以上）

障害者、寡
婦、寡夫又は
勤 労 学 生

（注）１　源泉控除対象配偶者とは、所得者（平成31年（2019年）中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。）と生計を一にする配偶者（青色事業専従者と

して給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、平成31年（2019年）中の所得の見積額が85万円以下の人をいいます。

　　２　同一生計配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、平成31年

（2019年）中の所得の見積額が38万円以下の人をいいます。

平
・

平
・

住 所 又 は 居 所

平成 31 年（2019年）中の

麹町
株式会社　○○○○ 佐藤　和夫

東京都千代田区霞が関３

東京都板橋区大山東町35-1

サトウ　 カズオ

佐藤　洋子

佐藤　守

佐藤　茂

佐藤　勝

佐藤　隆雄

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

板橋

サトウ

サトウ

サトウ

サトウ

マモル

シゲル

タカオ

ヨウコ

2 2 3 3 4 4

3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

佐藤隆雄、身体障害者3級　身体障害者手帳　平成26年4月11日交付

子

子

父

10 2

70,000

0

300,000

4

15 3 30

4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

16

1

17 10 15

5 8

サトウ マサル

1234　Kokuzei Street, ・・ ・USA

東京都板橋区大山東町35-1

5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 子

佐
藤 佐藤　和夫

本人

43 10

0

 【源泉控除対象配偶者】

あなた（平成３１年（２０１９

年）中の所得の見積額が

９００万円以下の人に限り

ます。）と生計を一にす

る配偶者（青色事業専従

者として給与の支払を受

ける人などを除きます。）

で平成３１年（２０１９年）中

の所得の見積額が８５万円

以下の人が源泉控除対象

配偶者に該当します。

「A」欄には、源泉控除対

象配偶者の氏名などを記

載します。

※あなたに源泉控除対象

配偶者に該当する人がい

ない場合には、「A」欄に記

載する必要はありません。

【同一生計配偶者】

あなたと生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払を受ける人などを除き

ます。）で、平成３１年（２０１９年）中の所得の見積額が３８万円以下の人が同一生計配偶者に

該当します。同一生計配偶者で障害者に該当する場合には、該当する欄にチェックを付け

ます。
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